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１．計画の基本的事項  

(1) 計画の基本的な考え方 

本県では、昭和 63 年以来、５次にわたる「和歌山県保健医療計画」を通じ、県内の保

健医療機関・団体の協力のもと、各種保健医療施策を推進してきたところであり、平成 25
年４月からは第６次計画に基づき県内の医療提供体制の構築に努めているところである。 
近年、全国的に高齢化が進行する中、本県の現下の高齢化率は、65 歳以上が 30.5％（全

国５位）、75 歳以上が 15.5％（全国 10 位）と非常に高い状況にある（平成 26 年 10 月１

日現在、総務省「推計人口」）。 
今後、団塊の世代がすべて７５歳以上となる２０２５年に向け、更なる高齢者の増加が

見込まれることから、限られた医療資源を有効に活用し、急性期から回復期、慢性期、在

宅医療及び介護にいたるまで、病状に応じた適切なサービスを将来にわたって確保するた

めの取り組みを進める必要がある。 
県内医療機関の病床については、急性期機能を担う病床の占める割合が多い一方で、回

復期機能を担う病床の割合が少ない現状にあり、これらの病床の機能分化及び連携を進め

るとともに、病院を退院した患者が自宅や地域で必要な医療を受けられるよう、在宅医療

の提供体制を構築することが喫緊の課題である。 
 また、保健医療計画の実効性を高めて推進するため、医師等の地域偏在対策や女性医療

従事者の離職防止・再就職促進、看護職員等の確保等の課題に取り組む必要がある。 
さらに、介護分野においても、今後、高齢者の増加とともに介護サービスの需要がさら

に高まることが予測されており、介護に従事する人材の確保が喫緊の課題である。 
地域包括ケアシステムの構築が進み、できるだけ在宅で生活できる環境を整備していく

としても、施設サービスの役割が減じるものではないため、施設サービスを必要とする人

に、確実にサービスを提供できるための取り組みを進める必要がある。 
今般、これらの課題に取り組むべく、「病床機能の転換」、「在宅医療サービスの充実」及び

「医療従事者等の確保・養成」並びに「介護施設等の整備」及び「介護従事者の確保・養

成」を柱とした本計画を策定し、必要な事業を実施するものである。 
 

(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

和歌山県における医療介護総合確保区域については、和歌山区域（和歌山市、海南市、 
紀美野町）、那賀区域（紀の川市、岩出市）、橋本区域（橋本市、かつらぎ町、九度山町、

高野町）、有田区域（有田市、湯浅町、広川町、有田川町）、御坊区域（御坊市、美浜町、

日高町、由良町、印南町、日高川町）、田辺区域（田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、

すさみ町）、及び新宮区域（新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町）の

７地域とする。 
☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 
□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 
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(3) 計画の目標の設定等 

■和歌山県全体 
１．目標 

さらなる高齢者の増加に向け、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にいた

るまで、病状に応じた適切なサービスを確保する必要がある。 
そのため、病床の機能分化・連携、病院を退院した患者が自宅や地域で必要な医療を

受けられる在宅医療提供体制の構築を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域で安心し

て、健康で元気に生きがいを持って暮らすことができ、たとえ介護や生活支援が必要と

なっても、地域全体で支え合う豊かな長寿社会の構築を図るため、以下を目標に設定す

る。 
 
 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

本県の病床を機能別にみると、急性期機能を担う病床の占める割合が多い一方で、

回復期機能を担う病床の割合が少ない現状にある。さらなる高齢化に伴う医療需要の

変化に対応していくためには、急性期から回復期への病床機能の転換等が課題である。 
そのため、本年度策定した地域医療構想の達成の推進を図るために設置する各構想

区域の「協議の場」において、各区域の現状と課題を関係者で共有し、急性期から回

復期への転換などを適切に行っていく、 
 

【定量的な目標値】 
・回復期病床 2,144 床増の 3,315 床確保（2025 年） 
・一般病床及び療養病床 3,034 床の減（2025 年） 
 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
平成 26 年度計画（事業実施期間：平成 26～28 年度）及び平成 27 年度計画（事業

実施期間：平成 27～29 年度）に基づき、訪問診療を行う医師等の在宅医療従事者確

保や容体急変時の入院対応等の在宅医療提供体制の構築に向けた取り組み、在宅歯科

診療の推進に向けた取り組みを継続しているところである。これらの取り組みに加え、

本年度計画においては、回復期病床から在宅医療へ円滑に移行する、切れ目のない医

療提供体制の構築を推進する。 
  

【定量的な目標値】 

  ・在宅療養支援診療所 １００施設増 

・チームで在宅医療等を実施する地域密着型協力病院 ４０施設指定 

・退院支援看護師研修 受講者４０名 
 
 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修費用を
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支援する。 
 
 【定量的な目標値】    
   ・改修床数 185 床 
 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 
本県の人口 10 万人対医師数は全国平均を上回っているものの、和歌山保健医療圏

に医師が集中し、また、産科医、麻酔科医、小児科医が不足している状況にある。 
これらの課題を解決するための取り組みを進め、卒後の研修体制を整備するなど積

極的かつ安定的な医師確保に取り組むとともに、看護師、歯科衛生士等医療従事者の

養成、確保についても、引き続き、取り組みを進めていく。 
また、各医療圏の適切な救急医療の確保及び高度救急医療の維持を図るための遠隔

医療導入の検討を行う。 
 
  【定量的な目標値】 

・医師臨床研修マッチング率向上 ７６．４％ → ９０％ 

・看護師等免許保有者の届出数 ２，４００人 

・歯科衛生士就業者の増 ８６２人 → ９００人 

 
 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

介護職員の増加（500 人）を目標とする。 

目標の達成に向け、県内の労働市場の動向も踏まえ、特に高校生や介護現場へ新た

に参入した者への介護資格取得支援や、県内の小、中、高校生に対する介護のイメー

ジアップ及び福祉・介護職員のスキルアップを支援することにより定着の促進を図る。 

 
 【定量的な目標値】 

   ・平成 37 年度に和歌山県で不足される介護職員 4,187 名の確保 

介護人材確保対策については、ＰＤＣＡサイクルのもと、毎年継続的な改善を

図るため、介護事業関係者などで構成する「介護職員確保対策支援協議会」を

平成２７年６月に設置しており、具体的な検討を推進する。 

 
２．計画期間 
  平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日 
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■和歌山保健医療圏 

１．目標 
 和歌山県全体の目標と同じ。 
２．計画期間 
 和歌山県全体の目標と同じ。 

■那賀保健医療圏 

１．目標 
 和歌山県全体の目標と同じ。 
２．計画期間 
 和歌山県全体の目標と同じ。 

■橋本保健医療圏 

１．目標 
 和歌山県全体の目標と同じ。 
２．計画期間 
 和歌山県全体の目標と同じ。 
■有田保健医療圏 

１．目標 
 和歌山県全体の目標と同じ。 
２．計画期間 
 和歌山県全体の目標と同じ。 
■御坊保健医療圏 

１．目標 
 和歌山県全体の目標と同じ。 
２．計画期間 
 和歌山県全体の目標と同じ。 
■田辺保健医療圏 

１．目標 
 和歌山県全体の目標と同じ。 
２．計画期間 
 和歌山県全体の目標と同じ。 
■新宮保健医療圏 

１．目標 
 和歌山県全体の目標と同じ。 
２．計画期間 
 和歌山県全体の目標と同じ。 
 

なお、区域ごとの目標は、地域医療構想策定後に設定する。 
（注）目標の設定に当たっては、医療計画、介護保険事業支援計画等を踏まえ、アウトプ 

   ット・アウトカムに着目したできる限り定量的な視点による目標設定を行うこと。 
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(4) 目標の達成状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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２．事業の評価方法  

(1) 関係者からの意見聴取の方法 

 

事業区分１（地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事

業）、 事業区分２（居宅等における医療の提供に関する事業）及び 事業区分４（医療従

事者の確保に関する事業）については、平成 28 年度事業について、主な意見聴取等の状

況は以下のとおり。 

 

平成 27 年 6 月 22 日  県医師会、県病院協会、県歯科医師会、県薬剤師会、 

～7月 3日       県看護協会から意見聴取。 

平成 27 年 11 月       県内医療機関への病床機能の転換等に係る意向調査。 

平成 28 年 1 月 22 日  県地域保健医療協議会から意見聴取。 

平成 28 年 2 月        公的病院の地域医療構想策定等に係るヒアリング。 

平成 28 年 2 月～3月  県地域医療構想策定に係る「圏域別(7 圏域)検討会(第 3回目)」

から意見聴取 

平成 28 年 3 月 29 日  県地域保健医療協議会から意見聴取。 

平成 28 年 5 月 20 日  県医療審議会から意見聴取。 
 
 また、事業区分３（介護施設等の整備に関する事業）及び事業区分５（介護従事者の確

保に関する事業）についての主な意見聴取の状況は以下のとおり。 
 
平成 27 年４月 30 日 県医師会から意見聴取。 

平成 27 年５月 29 日 県市長会・町村会から意見聴取。 

平成 27 年６月１日  介護福祉士養成校より意見聴取。 

平成 27 年６月 29 日 第 1 回和歌山県介護職員確保対策支援協議会より意見聴取。 

平成 27 年９月８日  第 2 回和歌山県介護職員確保対策支援協議会より意見聴取。 

平成 27 年 10 月 30 日  県立学校校長会から意見聴取。 

平成 28 年１月 15 日 県老人福祉施設協議会から意見聴取。 

平成 28 年２月５日  県長寿社会対策推進会議から意見聴取。 

平成 28 年 5 月 20 日  県医療審議会から意見聴取。 

 
 
 

(2) 事後評価の方法 

計画の事後評価にあたっては、和歌山県医療審議会及び介護に関する協議会等の意見を

聞きながら各事業の評価を行い、必要に応じて事業の見直しを行うことにより、計画を推

進していく。 
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３．計画に基づき実施する事業 
 事業区分１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は 

       設備の整備に関する事業 

 事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業 

 事業区分４：医療従事者の確保に関する事業 

 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業  
事業名 【１（医療分）】病床機能の分化・連携のための施

設設備整備等 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,210,000 千円 

事業の対象とな

る医療介護総合

確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関、和歌山県 
事業の期間 平成 28 年度医療介護提供体制改革推進交付金内示後～平成 31 年 3 月 31

日 
背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

高度急性期から急性期、回復期、慢性期まで、医療機能の分化・連携を

促進し、患者が状態に見合った病床でその状態にふさわしい医療を受ける

体制を構築する必要がある。 

アウトカム指標： 

・回復期病床 1,171 床（2014 年）→3,315 床確保（2025 年）2,144 床増 
・一般病床及び療養病床 12,540 床(2014 年)→9,506 床(2025 年)  

3,034 床減  
事業の内容 高度急性期から回復期、在宅医療に至るまで、将来の医療需要にふさわ

しいバランスの取れた病床再編を行うため、各医療機関の病床機能報告デ

ータ等の各種データを集約し、病院等の関係者での情報共有を図るととも

に、急性期から回復期への病床機能の転換等を行う医療機関への補助を通

じ、病床機能の分化・連携を促進する。 
アウトプット指

標 

急性期から回復期、在宅医療に至るまで、患者の病状に応じた適切な医療

を提供されるよう、将来の医療需要にふさわしいバランスの取れた病床再

編を行うため、病床機能の転換等を推進する。 
・急性期病床から回復期病床に転換する病床数 300～350 床程度 
・病床の削減 30～40 床程度 



8 
 

アウトカムとア

ウトプットの関

連 

急性期から回復期への病床機能の転換等を行う医療機関への補助を通

じ、病床機能の分化・連携を推進することで、地域の限られた医療資源を

有効に活用し、必要な医療・介護サービスを確保できる体制を構築する。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
1,210,000 

基金充

当額 

（国費） 

におけ

る 

公民の

別 

（注１） 

公  (千円) 
10,000 

基金 国（Ａ） (千円) 
406,676 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
203,324 

民 (千円) 
396,676 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
610,000 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 
600,000 

備考（注３） ㉘158,080 千円  ㉙303,080 千円  ㉚148,840 千円 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業  
事業名 【２（医療分）】地域拠点病院への歯科口腔外科設

置支援 
【総事業費（計画期間の総額）】 

40,000 千円 

事業の対象とな

る医療介護総合

確保区域 

那賀 

事業の実施主体 医療機関 
事業の期間 平成 28 年度医療介護提供体制改革推進交付金内示後～平成 29 年 3 月 31 日 
背 景 に あ る 医

療・介護ニーズ 

地域の拠点病院に歯科口腔外科を設置し、専門的な歯科治療や口腔ケア

を受けられる環境を整備することで、入院の長期化を防ぎ、在宅移行をス

ムーズに進め、地域医療構想に掲げる質の高い医療を提供できる地区を増

加させる必要がある。 
アウトカム指標：・歯科口腔外科を実施する保健医療圏 

 5 医療圏（H27）→6医療圏（H28） 

・一般病床及び療養病床 12,540 床(2014 年)→9,506 床(2025 年)  
3,034 床減  

事業の内容 地域の拠点病院で新たに歯科口腔外科を設置する病院に対して、初期設

備の整備の補助を行う。 
アウトプット指

標 
・新たに歯科口腔外科を設置する地域拠点病院 １ヵ所 

アウトカムとア

ウトプットの関

連 

地域拠点病院に歯科口腔外科を設置し、専門的な歯科治療や口腔ケアを受

けられる環境を整備することで、質の高い医療を提供できる保健医療圏を

増加させるととも、入院の長期化を防ぎ、在宅移行をスムーズに進め、地

域医療構想の達成につながる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
40,000 

基金充

当額 

（国費） 

におけ

る 

公民の

別 

（注１） 

公 (千円) 
13,333 

 基金 国（Ａ） (千円) 
13,333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
6,667 

民 (千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
20,000 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 
20,000 

備考（注３） ㉘20,000 千円 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業  
事業名 【３（医療分）】がん診療施設設備整備 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

244,416 千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 
事業の期間 平成 28 年度医療介護提供体制改革推進交付金内示後～平成 29 年 3 月 31

日 
背景にある医療・介

護ニーズ 

現在、本県において高い死亡率にある「がん」の医療を行う医療機関の設

備の高度化を支援することで、地域医療構想に定める質の高い医療を提供

する体制を構築し、がんの死亡率を低下させる必要がある。 
アウトカム指標：年齢調整死亡率(75 歳未満) 82.2(H26）→73.9(H28)  

事業の内容 がん診療及び治療を行う病院の設備整備について、補助を行う。 
アウトプット指標 ・医療機器整備を行う病院数 １０ヵ所 
アウトカムとアウ

トプットの関連 

がんの診断、治療を行う病院の対応設備の強化を行うことで、地域医療構

想に定める質の高い医療を提供する体制を構築し、がんの死亡率を低下さ

せることにつながる。 

事業に要する費用

の額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
244,416 

基金充

当額 

（国費） 

におけ

る 

公民の

別 

（注１） 

公 (千円) 
 

基金 国（Ａ） (千円) 
54,314 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
27,158 

民 (千円) 
54,314 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
81,472 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 
162,944 

備考（注３） 毎年度実施事業 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業  
事業名 【４（医療分）】がん診療施設施設整備 

 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

170,358 千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

和歌山 

事業の実施主体 医療機関 
事業の期間 平成 28 年度医療介護提供体制改革推進交付金内示後～平成 31 年 3 月

31 日 
背景にある医療・介

護ニーズ 

現在、本県の高い死亡率にある「がん」の医療を行う医療機関の施設整

備を支援することで、地域医療構想に定める質の高い医療を提供する体

制を構築し、がんの死亡率を低下させる必要がある。 
アウトカム指標：年齢調整死亡率(75 歳未満) 82.2(H26）→73.9(H28) 

事業の内容 がん診療及び治療を行う病院の施設整備について、補助を行う。 
アウトプット指標 ・施設整備を行う病院数 １ヵ所 
アウトカムとアウ

トプットの関連 

がんの診断、治療を行う病院の施設整備を支援することで、地域医療

構想に定める質の高い医療を提供する体制を構築し、がんの死亡率を低

下させることにつながる。 

事業に要する費用

の額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
170,358 

基金充

当額 

（国費） 

におけ

る 

公民の

別 

（注１） 

公 (千円) 
 

基金 国（Ａ） (千円) 
37,857 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
18,929 

民 (千円) 
37,857 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
56,786 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 
113,572 

備考（注３） 毎年度実施 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【５（医療分）】早期退院・地域定着のための精神障

害者支援体制整備 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,176 千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

○和歌山、那賀、伊都、海草、有田、日高、西牟婁、東牟婁の各区域 
○西牟婁 

事業の実施主体 和歌山県 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介

護ニーズ 

〇法律で義務づけられているのは、実質 1 年未満の患者への支援である

が、平均在院日数などを減らしていく上で必要なことは、それ以外の 1
年以上の長期入院患者に対して退院支援を行っていくことである。 
●西牟婁圏域の精神科救急医療システムがストップしているため、通院

患者などの不安解消などを目的に、夜間休日の相談窓口を設置している。 
アウトカム指標： 

○平成 30 年度末までに、1 年以上長期入院患者の割合 70%以下に減少さ

せる。（H27-72.5％） 

○平成 30 年度末までに、退院患者平均在院日数を減少させ、300 日に近

づける。（H27-321.4 日） 

●少しでも多くの利用者の不安を解消できるよう、平成 28 年度の相談件

数 800 件を目標にする。（H27-702 件） 

事業の内容 ○1 年以上の長期入院者を対象とした、相談支援事業所と医療機関、行政

等の連携による退院支援。各圏域の相談支援事業所に「地域移行促進員」

を配置し、入院中からのかかわりを開始。退院意欲の喚起や、周囲の退

院支援意欲を促進するための支援体制整備や研修、地域啓発を促す活動。 
●休日夜間においても安心して相談できるように、通院患者に対し、登

録制による電話相談を実施する。 
アウトプット指標 〇地域移行促進員設置の相談支援事業所数：９事業所（８圏域） 

●電話相談体制整備数：１ヶ所（全圏域対象） 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

〇長期入院者を対象とした退院意欲の喚起や周囲の退院支援意欲を促進

するための支援体制整備など通じ、地域移行支援をすすめていくことに

より、１年以上長期入院患者の割合を下げることができる。また、同時

に平均在院日数の低下も期待できる。 

●相談件数を増やすということを目的にしているわけではなく、あくま

で安心感を与えることが主にしている。電話相談により、安心感が生じ、

また自らの問題に対する整理が出来るようになり、病状悪化を防ぐこと

につながり、利用に応じて電話相談件数が徐々に減ってくる利用者もお
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り、なかなか数字では表せない効果がみられている。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
10,176 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
 

基金 国（Ａ） (千円) 
6,784 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
3,392 

民 (千円) 
6,784 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
10,176 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

6,784 (千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 
 

備考（注３） 毎年度実施 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【６（医療分）】重症心身障害児者等在宅医

療等連携体制整備 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

65,180 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療的ケア対応可能な訪問看護ステーションの割合は全体の４

０%未満と低く、在宅の重症心身障害児者等に対し必要な医療・

福祉サービス等が提供され、地域で安心して療養できる医療連携

体制の整備が必要。 
アウトカム指標：平成３０年度末までに医療的ケア対応可能な訪

問看護ステーションの割合を増加（現状４０%弱→５０%） 

事業の内容 ・在宅支援訪問リハビリ等及び施設支援一般指導事業 
・各関係機関と連携を図り、重症心身障害児者等の在宅医療支援

を整備する事業 
アウトプット指標 ・在宅支援訪問リハビリ等及び施設支援一般指導を合計年４，０

００回以上実施 
・有田・日高圏域で重症心身障害児者等の在宅医療支援に関する

検討会を設立 
アウトカムとアウトプット

の関連 

各関係機関との医療連携体制を整備し在宅支援体制を強化する

ことで、医療的ケア対応可能な事業所の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
65,180 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
 

基金 国（Ａ） (千円) 
43,453 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
21,727 

民 (千円) 
43,453 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
65,180 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 
43,453 

 

その他（Ｃ） (千円) 
 

備考（注３） 毎年度実施 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【７（医療分）】病診連携推進 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

200,000 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 
事業の期間 平成 28 年 4 月 1日～平成 31 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

切れ目のない在宅医療提供体制を構築するためには、地域の診療所

と病院が連携して患者の病状に応じた医療を提供するための環境

整備が必要。 
アウトカム指標： 

・回復期病床 2,144 床増の 3,315 床確保（2025 年） 

事業の内容 医診連携を通じた病床機能の連携を進めるために、在宅医療をバッ

クアップする病院及びその病院と連携し在宅医療を実施する診療

所に対して医療機器の整備を支援 
アウトプット指標 ・在宅療養支援診療所：１００施設増 

・チームで在宅医療等を実施する地域密着型協力病院を県独自で４

０施設指定 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 
在宅医療を担う診療所及び病院を増やすことにより、在宅療養時か

ら急変時まで在宅患者が安心して療養できる体制整備を進める。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
200,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） 
 

(千円) 
66,666 

都道府県 
（Ｂ） 

(千円) 
33,334 

民 (千円) 
66,666 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
100,000 

うち受託事業等

（うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円) 
100,000 

備考（注３） ㉘31,250 千円  ㉙31,250 千円  ㉚37,500 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【８（医療分）】退院支援看護師配置支援 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,800 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（和歌山県看護協会） 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 31 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

患者が安心して退院後の生活を送ることができる在宅医療体制

を推進するためには、入院早期から退後の在宅療養生活を見据

え、退院支援看護師等の専従スタッフによる患者家族への意思決

定支援・自立支援を行う必要がある。 
アウトカム指標：退院支援に取り組む病院数 

        （Ｈ２７）０病院 →（Ｈ３０）４０病院 

事業の内容 看護職員に対する退院支援看護師の養成研修を実施する。（委託） 
アウトプット指標 ・退院支援看護師研修 受講者４０名（実人数） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

退院支援看護師の養成研修を実施し、医療機関において退院調整

に当たる看護職員の配置及び退院支援の取り組みを促進するこ

とで、在宅医療の推進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
1,800 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 
1,200 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
600 

民 (千円) 
1,200 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
1,800 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 
1,200 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ㉘600 千円 ㉙600 千円 ㉚600 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【９（医療分）】在宅歯科医療推進（普及啓

発事業） 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

68 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（和歌山県歯科医師会） 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

増加が見込まれる在宅患者や、多様化する在宅歯科医療のニーズ

に対応し、適切な医療・介護サービスが供給できるよう在宅歯科

にかかる提供体制の強化が必要。 
アウトカム指標： 

口腔ケアの知識をもつ医療職等がいる施設数：平成 27 年度５施

設→平成 28 年度 １５施設 

事業の内容 歯科検診や保健指導の機会が少ない、障害のある方に係る口腔ケ

アを始めとした在宅歯科医療知識の普及を目的に医療職等に対

する研修を行う。 

※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標  目標受講者数 ２０名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

在宅療養患者等への口腔ケア等の歯科知識の普及啓発を図る

ことで、多様化する在宅歯科医療のニーズに対応し、適切な医

療・介護サービスが供給できるよう在宅医療に係る提供体制（施

設数の増）を構築する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
68 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 
45 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
23 

民 (千円) 
45 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
68 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 
45 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 毎年度実施 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【１０（医療分）】在宅介護者への歯科口腔

保健推進 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

504 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

増加が見込まれる在宅患者や、多様化する在宅歯科医療のニー

ズに対応し、適切な医療・介護サービスが供給できるよう在宅医

療にかかる提供体制の強化が必要。 
アウトカム指標： 

居宅療養管理指導（歯科医師による、歯科衛生士による） 1,037

件（平成 26 年 9 月）→1,047 件（H28） 

事業の内容 在宅歯科診療所が、歯科検診の受検の機会が少ない在宅介護者の

口腔の健康を維持するため、在宅介護者に口腔ケアなど歯科医療

の知識・技術を普及するために必要な医療機器の整備に対し、補

助を行う。 
アウトプット指標 口腔ケアや指導に必要な医療機器を整備する歯科診療所 1 ヶ所 
アウトカムとアウトプット

の関連 

在宅療養者への口腔ケアや、在宅介護者への歯科口腔保健の知

識・技術指導を行うことで、今後増加が見込まれる在宅患者や、

多様化する在宅歯科医療のニーズに対応し、適切な医療・介護サ

ービスが供給できるよう在宅医療に係る提供体制を構築する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
504 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 
168 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
84 

民 (千円) 
168 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
252 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
252 

備考（注３） 毎年度実施 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【１１（医療分）】地域医療支援センター運

営 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

18,317 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（和歌山県立医科大学） 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

医師の地域偏在・診療科偏在の解消を図り、県内において適切な

医療サービスを供給できる体制の強化が必要。 
アウトカム指標： 

県立医科大学県民医療枠・地域医療枠等卒業医師の地域医療従事

者数 5 人（H28）→ 160 人（H38） 

事業の内容 県内の医師不足状況等を把握・分析し、医師のキャリア形成支援

と一体的に医師不足医療機関の医師確保を行うため、地域医療支

援センターの運営を行う。 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 地域医療支援センターが支援する医学生及び県民医療枠・地域医

療枠等卒業医師数 251 人（H27）→ 288 人（H28） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

地域医療支援センターがコントロールタワーとなり、地域医療に

従事する若手医師のキャリア形成支援や医師配置を行うことに

より、本県の地域医療に携わる医師の確保（医師の偏在解消）を

図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
18,317 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
12,211 

基金 国（Ａ） (千円) 
12,211 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
6,106 

民 (千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
18,317 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
 

備考（注３） 毎年度実施 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【１２（医療分）】緊急時医師派遣・若手医

師支援 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

40,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（和歌山県立医科大学） 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

若手医師が地域でキャリア形成するためには、地域の医療機関に

おける指導医不足の解消が必要。 
アウトカム指標：指導医配置等により地域でキャリア形成が可能

になった若手医師数 

5 人（H28）→ 80 人(H32) 

事業の内容 緊急時の医師派遣体制を整備するとともに、地域の公立病院等へ

指導医を派遣し、若手医師のキャリア形成支援を実施。 
アウトプット指標 医師不足医療機関への指導医の追加配置人数 

H28 年度 4 医療機関に指導医を追加配置 
アウトカムとアウトプット

の関連 

地域の医療機関における指導医不足を解消することによって、若

手医師が地域でキャリア形成できる体制を整え、地域医療に従事

する若手医師数の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
40,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
26,666 

基金 国（Ａ） (千円) 
26,666 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
13,334 

民 (千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
40,000 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 毎年度実施 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【１３（医療分）】遠隔医療推進事業 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,139 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 
事業の期間 平成 28 年 7 月～平成 31 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

へき地が多く、道路事情から救急搬送に時間を要する本県にお

いて、各医療圏に適切な救急医療の提供体制整備が必要であると

もに、高度な救急医療を提供する病院に軽傷な救急患者の救急搬

送が集中する傾向を緩和し、各医療圏における適切な救急医療提

供体制が必要となっている。 
アウトカム指標 

・３次救急医療機関へ軽症患者の救急搬送割合（▲１割減） 

  74.5%(H26)→64.5%(H30) 

事業の内容 県内全てのへき地診療所と和歌山県医大、日赤、公的病院間で遠

隔診療体制の構築に向けた仕組みを検討する。 
アウトプット指標 ・遠隔救急診療体制の参加医療機関数 ７医療機関 
アウトカムとアウトプット

の関連 
遠隔救急支援体制を構築することで、救急医療体制の充実を図

り、３次救急医療機関への軽症患者の搬送割合の減少を図る 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
3,139 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
2,092 

基金 国（Ａ） (千円) 
2,092 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
1,047 

民 (千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
3,139 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ㉘2,183 千円  ㉙478 千円  ㉚478 千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【１４（医療分）】産科医等確保支援 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

42,217 (千円) 
事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

分娩取扱医療機関の減少に伴い、産科医の負担が増加。 
産科医を確保するため、処遇改善に係る支援が必要 
アウトカム指標：分娩取扱医療機関数の維持 

 31 ヶ所（H27）→31 ヶ所(H28) 

事業の内容 分娩を取り扱う病院、診療所、助産所を対象に、分娩を取り扱う

産科・産婦人科医及び助産師に対して、処遇改善を目的として分

娩件数に応じて支給される手当の補助を行う。 
アウトプット指標 勤務が過酷な産科医療を担う医師の処遇改善を図ることで、産科

医の確保を図る。 
医師支援実施施設への補助数 ２３ヶ所 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトカムとアウトプット

の関連 
産科医の処遇改善を通じて、急激に減少している産科医療機関及

び産科医等の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
42,217 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
787 

基金 国（Ａ） (千円) 
4,843 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
2,422 

民 (千円) 
4,056 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
7,265 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
34,952 

備考（注３） 毎年度実施 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【１５（医療分）】新生児医療担当医確保支

援 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,284 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

晩婚化による高齢出産の増加や、低出生体重児等リスクの高い新

生児の出生数増加に伴い、新生児担当医の負担が増加。 
新生児担当医の確保を図るため処遇改善に係る支援が必要。 
アウトカム指標：ＮＩＣＵ設置病院の維持 

 ３病院（H27）→３病院（H28） 

事業の内容 勤務が過酷な新生児医療を担う医師の処遇改善を図ることで、新

生児医療担当医の確保を図る。 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 ＮＩＣＵ設置病院への支援数：2 病院 
アウトカムとアウトプット

の関連 
処遇改善を通じて、新生児担当医の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
1,284 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
285 

基金 国（Ａ） (千円) 
285 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
143 

民 (千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
428 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
856 

備考（注３） 毎年度実施 

 
  



24 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【１６（医療分）】産科医師確保対策 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

28,078 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

県内産科医師の不足と分娩取扱病院における産科医師の負担増

を解消するため、産科医師の確保を図ることが必要。 
アウトカム指標：県内公的病院産科医師数 ７名の増 

（平成 28 年 4 月現在 54 名） 

事業の内容 県内公的病院で新たに分娩を取り扱う診療業務に従事しよう

とする医師（臨床研修終了後の若手医師、県外の産婦人科医師）

に対し、返還免除付きの研修資金又は研究資金の貸与や、本県産

科医療を県内外にＰＲする。 
アウトプット指標 ・研修・研究資金の貸与者 ７名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

研修・研究資金の貸与を行うことで、県内公的病院で分娩を取扱

う産科医師を増やし、地域で安心して出産できる環境を堅持す

る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
28,078 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
18,718 

基金 国（Ａ） (千円) 
18,718 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
9,360 

民 (千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
28,078 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
 

備考（注３） 毎年度実施 

 
  



25 
 

 
 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【１７（医療分）】女性医師等就労支援 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,579 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

女性医師の割合が年々増加する中、出産・育児期に休職・離職を

余儀なくされる場合も多く、女性医師が継続して就労を続けるた

めの環境整備が必要。 
アウトカム指標：女性医師への支援実施医療機関数の維持 

 9 ヵ所（H27）→9 ヶ所（H28） 

事業の内容 医療機関における仕事と家庭の両立ができる働きやすい職場環

境を整備することで、女性医師の離職防止及び再就業の促進を図

る。 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 ・補助医療機関 9 ヵ所 
アウトカムとアウトプット

の関連 
女性医師が継続して就労を続けるための環境整備を支援するこ

とで、離職防止及び再就業の促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
10,579 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
573 

基金 国（Ａ） (千円) 
3,526 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
1,763 

民 (千円) 
2,953 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
5,289 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
5,290 

備考（注３） 毎年度実施 

 
  



26 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【１８（医療分）】新人看護職員研修（ナー

スセンター事業） 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

184 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（和歌山県看護協会） 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

 高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニ

ーズに対応し、適切な医療サービスを提供できる質の高い看護職

員及び看護職員数の確保が必要。 
アウトカム指標：従事者届による看護職員の実人数の増 

（H26）13,820 人 →（H30）14,744 人 

事業の内容 ガイドラインに基づいた内容で新人看護職員研修を実施する。

（委託）  
・実地指導者研修 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 ・研修を受けた新人看護職員数 ４０人（実人数） 
アウトカムとアウトプット

の関連 
新人看護職員に対する研修を実施することで、新人看護職員の離

職防止を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
184 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
0 

基金 国（Ａ） (千円) 
122 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
62 

民 (千円) 
122 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
184 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 
 

その他（Ｃ） (千円) 
 

備考（注３） 毎年度実施 

 
  



27 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【１９（医療分）】新人看護職員研修（看護

職員充足対策事業） 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

11,781 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニ

ーズに対応し、適切な医療サービスを提供できる質の高い看護職

員及び看護職員数の確保が必要。 
アウトカム指標：従事者届による看護職員の実人数の増 

（H26）13,820 人 →（H30）14,744 人 

事業の内容 病院等において、新人看護職員に対し、国の定めるガイドライン

に沿った研修を実施するための費用の補助を行う。 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 ・研修を実施した医療機関 ２５カ所 

・研修を受けた新人看護職員数 ３００人 
アウトカムとアウトプット

の関連 
新人看護職員に対する研修を実施することで、新人看護職員の離

職防止を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
11,781 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
1,963 

基金 国（Ａ） (千円) 
3,925 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
1,963 

民 (千円) 
1,962 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
5,888 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
5,893 

備考（注３） 毎年度実施 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【２０（医療分）】看護教育・研修 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

596 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（和歌山県看護協会） 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニー

ズに対応し、適切な医療サービスを提供できる質の高い看護職員

及び看護職員数の確保が必要。 
アウトカム指標：従事者届による看護職員の実人数の増 

（H26）13,820 人 →（H30）14,744 人 

事業の内容 看護職員に対する看護教員研修、実習指導者講習会を実施する。

（委託） 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 ・看護教員研修 受講者１００名（延べ人数） 

・実習指導者講習会 受講者３０名（実人数） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

専門性の高い専任教員及び実習指導者を養成し、高度な看護教育

の充実を通じ、質の高い看護職員を養成するとともに、看護職員

数の確保につながる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
596 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
 

基金 国（Ａ） (千円) 
397 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
199 

民 (千円) 
397 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
596 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 
397 

その他（Ｃ） (千円) 
 

備考（注３） 毎年度実施 

  



29 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【２１（医療分）】看護職員機能強化（Ｉタ

ーン・Ｕターン促進） 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

635 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニー

ズに対応し、適切な医療サービスを提供できる看護職員数の確保

が必要。 
アウトカム指標：従事者届による看護職員の実人数の増 

（H26）13,820 人 →（H30）14,744 人 

事業の内容 県外の看護学生、看護職員に県内医療機関の求人情報を提供し、

県内就業（I ターン・U ターン）の推進を図る。 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 ・求人情報を収集する県内医療機関数 ５０施設 

・県外の看護学生等へのダイレクトメール数 ２５０人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

県内医療機関の求人情報を収集し、県外の看護学生、看護職員へ

ダイレクトメールにより情報提供を通じた県内就業（I ターン・

U ターン）の推進により、看護職員の確保につながる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
635 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
423 

基金 国（Ａ） (千円) 
423 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
212 

民 (千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
635 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
 

備考（注３） 毎年度実施 

 
  



30 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【２２（医療分）】看護職員養成強化対策 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,770 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 看護師等養成所 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニー

ズに対応し、適切な医療サービスを提供できる質の高い看護職員

及び看護職員数の確保が必要。 
アウトカム指標：従事者届による看護職員の実人数の増 

（H26）13,820 人 →（H30）14,744 人 

事業の内容 看護教育の充実及び運営の適正化を図るため、民間立の看護師等

養成所の運営に対する補助を行う。 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 ･補助を行う看護師等養成所数 ３施設 

・補助を行う看護師等養成所の生徒数 ３３０人（総定員と同数） 
・補助を行う看護師等養成所の卒業者数 １２０人（定員と同数） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

民間立看護師等養成所の運営を補助し、看護教育の充実及び運営

の適正化を図ることで、提供する医療サービスの質が高い看護職

員を養成するとともに、看護職員数の確保につながる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
26,770 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
 

基金 国（Ａ） (千円) 
10,275 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
5,138 

民 (千円) 
10,275 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
15,413 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
11,357 

備考（注３） 毎年度実施 

 
  



31 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【２３（医療分）】歯科衛生士の復職支援 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

615 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県歯科医師会 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢化の進行や在宅療養者の増加などにより、歯科医療ニーズの

多様化や高度化に対応できる歯科衛生士が不足しており、その確

保が必要である。 
アウトカム指標： 

就業歯科衛生士数の増 885 人(平成 26 年)→989 人(平成 32 年) 
事業の内容 潜在歯科衛生士に対する復職支援及び在宅歯科診療の研修の実

施に対する補助を行う。 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 目標受講者数 ３０名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

復職研修を通じて、適切な医療サービスを提供できる質の高い歯

科衛生士及び歯科医衛生士を確保し、高齢化の進行や在宅医療の

ニーズなどにより、多様化及び高度化する歯科医療ニーズに対応

できる歯科医療提供体制を構築する。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
615 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
 

基金 国（Ａ） (千円) 
273 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
137 

民 (千円) 
273 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
410 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
205 

備考（注３） 毎年度実施 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【２４（医療分）】医師臨床研修マッチング

対策 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,071 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

研修医は将来の医療の担い手であることから、県内の臨床研修医

を確保するため、魅力ある研修プログラム作りや PR が必要。 

アウトカム指標：医師臨床研修医数（採用者数平均値）の維持 

90 名（H26～H28）⇒90 名（H29） 

事業の内容 より多くの臨床研修医を確保するため、医学生に対し県内臨床研

修のＰＲを行う 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 医師臨床研修マッチング率の向上 86.2％ → 90％ 

アウトカムとアウトプット

の関連 
魅力ある研修プログラム作りや PR を行うことで、県内の臨床研

修医を確保。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
1,071 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
714 

基金 国（Ａ） (千円) 
714 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
357 

民 (千円) 
 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
1,071 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
 

備考（注３） 毎年度実施 

 
  



33 
 

 
 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【２５（医療分）】病院内保育所運営（病院

内保育所設置促進事業） 
 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,689 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニー

ズに対応し、適切な医療サービスを提供できる看護職員数の確保

が必要。 
アウトカム指標：従事者届による看護職員の実人数の増 

（H26）13,820 人 →（H30）14,744 人 

事業の内容 医療機関に勤務する職員の乳幼児保育事業に対し、病院内保育所

の運営費について補助を行う。 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 ・補助を行う医療機関数 １４ヶ所 

・補助を行う医療機関の保育児童数 ２１０名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

病院内保育所の運営を補助し、病院内保育所の設置数の維持及び

増加を図ることで、看護職員の離職を防止するとともに、潜在的

看護職員の就業を促進し、看護職員数の確保につなげる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
26,689 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
 

基金 国（Ａ） (千円) 
11,860 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
5,930 

民 (千円) 
11,860 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
17,790 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
8,899 

備考（注３） 毎年度実施 

 
  



34 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【２６（医療分）】病院内保育所施設整備（病

院内保育所設置促進事業） 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,613 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニー

ズに対応し、適切な医療サービスを提供できる看護職員数の確保

が必要。 
アウトカム指標：従事者届による看護職員の実人数の増 

（H26）13,820 人 →（H30）14,744 人 

事業の内容 医療機関に勤務する職員の乳幼児保育事業に対し、病院内保育所

の開設のための設備整備について補助を行う。 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 ・補助を行う医療機関数 １ヶ所 

・補助を行う医療機関の保育児童数 １５名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

病院内保育所の整備を補助し、病院内保育所の設置数の維持及び

増加を図ることで、看護職員の離職を防止するとともに、潜在的

看護職員の就業を促進し、看護職員を確保する。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
3,613 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
 

基金 国（Ａ） (千円) 
802 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
402 

民 (千円) 
802 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
1,204 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
2,409 

備考（注３） 毎年度実施 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【２７（医療分）】あんしん子育て救急整備

運営 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

11,888 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
那賀、橋本、御坊、田辺の各区域 

事業の実施主体 医療機関 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

各保健医療圏において、小児科医の地域偏在という課題はある

が、小児２次救急医療体制の整備充実が必要。 

アウトカム指標： 小児二次救急医療体制を整備している保健医

療圏の維持 ４医療圏（H27）⇒４医療圏（H28） 

事業の内容 ２次救急医療を担う病院に対して、休日・夜間の小児科専門医に

よる診療体制を整えるために必要な運営費の補助を行う。 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 ・小児科医の当直体制を整備する２次救急医療機関医療機関への

補助：４医療機関 
アウトカムとアウトプット

の関連 

各保健医療圏において、２次救急医療機関の小児科医の当直体制

を整備することで、小児の入院患者、救急搬送患者の受け入れ体

制が強化する。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
11,888 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
5,283 

基金 国（Ａ） (千円) 
5,283 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
2,642 

民 (千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
7,925 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
3,963 

備考（注３） 毎年度実施 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【２８（医療分）】子ども救急相談ダイヤル

（♯8000） 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,722 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県内全域 

事業の実施主体 和歌山県 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

夜間休日に小児の軽症患者が高次医療機関への集中し、病院勤務

医に過重負担となっている。また、本来業務である２次３次救急

医療の提供に支障が出る恐れがある。 
アウトカム指標：２次救急医療機関における救急患者数（入院を

除く患者数）の減少 
 15,845 人（H27）⇒15,845 人以下（H28） 

事業の内容 子どもの急病に対する保護者の不安を緩和し、不要不急の救急受

診を抑制するため、看護師･小児科医師による夜間休日の電話相

談を３６５日体制で実施する。（委託） 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 ・年間相談件数 ５８４５件以上 
アウトカムとアウトプット

の関連 

相談件数を増加させることで、不要不急の救急受診の抑制と病院

勤務医の負担軽減につながる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
3,722 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
 

基金 国（Ａ） (千円) 
2,481 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
1,241 

民 (千円) 
2,481 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
3,722 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 
 

備考（注３） 毎年度実施 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【２９（医療分）】産科医師当直応援事業 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,840 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
県内全域 

事業の実施主体 和歌山県立医科大学附属病院 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

医大総合周産期母子医療センターの産科医の負担軽減と、高度医

療を提供する周産期医療体制の堅持が必要。 

アウトカム指標：当直開業医の応援日数（医大産科医の年間当直

回数の減少）  45 日（H27）→48 日（H28） 

事業の内容 分娩の取扱をやめた開業医等が和歌山県立医科大学附属病院の

当直を応援し、医大勤務医の当直の負担を軽減する。 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 ・医大へ当直応援を行う開業医 ４名/月 
アウトカムとアウトプット

の関連 

開業医が医大に当直応援することで、医大産科医の負担軽減につ

ながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
3,840 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 
2,560 

基金 国（Ａ） 
 

(千円) 
2,560 

都道府県 
（Ｂ） 

(千円) 
1,280 

民 (千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
3,840 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） 毎年度実施 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【３０（医療分）】医療勤務環境改善推進 

 
【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,330 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 
和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（和歌山県病院協会） 
事業の期間 平成 28 年 4月 1日～平成 29 年 3 月 31 日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療機関の勤務環境の改善を通じ医療従事者の定着を図り、県内

において適切な医療サービスを提供するため、医療従事者の確保

が必要。 
アウトカム指標：急性期（０．６０１人／床、Ｈ２７病床機能報

告）と回復期（０．５５９人／床、Ｈ２７病床機能報告）を病

床１床あたり看護職員数の維持 

事業の内容 医療機関内での勤務環境整備を促進し、医療従事者の定着を図る

ため、専門家の派遣を行い、個々の医療機関のニーズに応じた支

援を実施するための医療勤務環境改善支援センターを運営する。

（委託） 
※平成２６年計画計上分の同事業及び本事業を一体的に実施す

ることで上記目標の達成を図る。 
アウトプット指標 専門家派遣回数：２回 

研修会開催回数：１回 
アウトカムとアウトプット

の関連 
医療機関の勤務環境改善の取組を支援することで、医療従事者の

確保を図る。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 
1,330 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 
 

基金 国（Ａ） (千円) 
886 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 
444 

民 (千円) 
886 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
1,330 

うち受託事業等

（うち受託事業

等（再掲）（注

２） 

(千円) 
886 

その他（Ｃ） (千円) 
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備考（注３） 毎年度実施 
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３．計画に基づき実施する事業 

 （事業区分３：介護施設等の整備に関する事業） 

 (1) 事業の内容等 

都道府県 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.1（介護分）】 
介護施設等整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

-千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各地域 

事業の実施主体 法人 

事業の期間 平成 28 年度医療介護提供体制改革推進交付金内事後～平成 29
年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：介護サービスの改善が行われた床数 185 床 

事業の内容 介護サービスの改善を図るため、既存の特別養護老人ホームにお
ける多床室のプライバシー保護のための改修に対して支援を行
う。 

アウトプット指標 改修床数 185 床 

アウトカムとアウトプット

の関連 

同一 

事業に要す

る費用の額 事業内容 
総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
（注１） 

基金 その他 
（Ｃ） 
（注２） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

③介護保険施設等の

整備に必要な定期借

地権設定のための一

時金 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

④介護サービスの改

善を図るための既存

施設等の改修 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

金額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

- 
基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 

公 
(千円) 

 
基金 国（Ａ） (千円) 
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86,333 （注３） 

（注４） 

都道府県（Ｂ） 
(千円) 

43,167 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

86,333 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

129,500 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考（注５）  

（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 
（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当 

   額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。 
（注５）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載 
   すること。 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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３．計画に基づき実施する事業  

 （事業区分５：介護従事者の確保に関する事業） 

 (1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理

解促進事業 

事業名 【No.1（介護分）】 
介護人材マッチング機能強化事業（参入促

進） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,631 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：平成 29 年度末における介護職員需給差（2,292

人）の縮小 

事業の内容 地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進の

ために、学校訪問や福祉の仕事出張講座、その他広報啓発を実施。 

アウトプット指標 学校訪問件数 100 校 

福祉の仕事出張講座開催数 50 校 

学生向けパンフレット 10,000 部配布 

県内高校出身者向けＤＭ発送 5,200 部 
アウトカムとアウトプット

の関連 

介護の仕事のイメージアップを図り、新規就職者を増やすことに

よって、介護サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,631 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,087 

民 (千円) 

3,087 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,544 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

3,087 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,631 

その他（Ｃ） (千円) 
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備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介

護の職場体験事業 

事業名 【No.2（介護分）】 
介護人材マッチング機能強化事業（職場体

験） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,800 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：平成 29 年度末における介護職員需給差（2,292

人）の縮小 

事業の内容 若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした福祉・介護の

職場体験の機会を提供 

アウトプット指標 職場体験受入人数 45 人 
うち福祉分野への就職者数 15 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

職場体験の実施により、新規就職者の増に結びつけ、介護サービ

ス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,800 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,200 

民 (千円) 

1,200 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

600 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,200 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,800 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）参入促進のための研修支援 

（小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.3（介護分）】 
介護人材確保対策事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

13,820 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：平成 29 年度末における介護職員需給差（2,292

人）の縮小 

事業の内容 県内の高等学校の学生や、介護職場へ新たに参入した者が、介護

に関する基礎的な知識と技術を習得する機会を提供。 

①施設・事業所関連の団体等及び高等学校と連携し、就職を希望

する高校生に対し、介護資格（介護職員初任者研修課程）取得を

支援。 

②介護施設等で就労（2年以内）している介護職員等で介護資格

を保有していないものに対しての資格取得を支援。 

アウトプット指標 資格取得者数 
 高校生  200 人、 介護職員 200 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護の基礎的な知識・技術を修得すると同時に介護業務について

正しく理解する機会を創出し、人材の介護現場への新規参入及び

定着を促し、介護サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

13,820 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

9,213 

民 (千円) 

9,213 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,607 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

9,213 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

13,820 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  



46 
 

 
事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチ

ング機能強化事業 

事業名 【No.4（介護分）】 
福祉・介護人材マッチング機能強化事業（人

材マッチング） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

30,242 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：平成 29 年度末における介護職員需給差（2,292

人）の縮小 

事業の内容 和歌山県福祉人材センターに専門員を配置し、合同就職説明会の

開催や求人情報の提供等を実施（大規模 4回、小規模 9回） 

介護事業所実態調査の実施 

アウトプット指標 合同就職説明会 
 来場者数 950 人（大規模 500 人、小規模 450 人） 
 就職者数 67 人（大規模 52 人、小規模 15 人） 
福祉人材センターによる就職マッチング 170 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

就職説明会によって、求職者が色々な介護施設・事業所を知る機

会を作り、就職に結びつけることによって、介護サービス従事者

数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

30,242 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

19,695 

民 (千円) 

19,695 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

9,847 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

19,695 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

29,542 

その他（Ｃ） (千円) 

700 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支

援事業（その１） 

事業名 【No.5（介護分）】 
福祉・介護人材マッチング機能強化事業（キ

ャリアアップ） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

562 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：平成 29 年度末における介護職員需給差（2,292

人）の縮小 

事業の内容 国家資格取得等のための勉強会を開催（年 43 回） 

（介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員など） 

アウトプット指標 参加者のべ 860 人（43 回開催） 
国家資格取得者数 20 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護職員がキャリアアップすることによって、定着率が向上し、

介護サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

562 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

321 

民 (千円) 

321 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

161 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

321 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

482 

その他（Ｃ） (千円) 

80 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支

援事業（その２） 

事業名 【No.6（介護分）】 
介護人材キャリアアップ研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

47,944 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県介護普及センター、県介護支援専門員協会等へ委託） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：平成 29 年度末における介護職員需給差（2,292

人）の縮小 

事業の内容 ① 介護職員等がたんの吸引等の医療的ケアを施設等において、

より安全に提供するため、適切にたんの吸引等を行うことが

できる介護職員等を養成する。 

介護職員等がたんの吸引等を実施するための必要な研修におけ

る指導者養成及び資質の向上を図るための研修を実施。 

③中堅職員に対するチームケアのリーダーとして必要となる知

識を習得させる研修及びサービス提供責任者など介護サービス

従事者を対象に必要な知識と技術を修得させる研修を実施。 

① 護保険制度の基本理念である利用者本位、自立支援、公正中

立等の理念を徹底し、専門職としての専門性の向上を図るこ

とにより、利用者の自立支援に資する適切なケアマネジメン

トの実現に資するため、介護支援専門員資質向上研修を体系

的に実施する。 

アウトプット指標 ①②喀痰吸引等研修の実施による認定特定行為従事者の養成 

170 人 
 喀痰吸引等研修における指導者の養成 70 人 
③介護職員初級研修 120 人 
 介護リーダー研修 140 人 
 介護専門職員テーマ別研修 550 人 
 サービス提供責任者研修 100 人 
④介護支援専門員実務研修受講者 330 人 
 介護支援専門員更新研修（実務未経験者）及び再研修受講者 
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 130 人 
 介護支援専門員専門研修課程Ⅰ及び更新研修(専門Ⅰ相当)受講

者 190 人 
 介護支援専門員専門研修課程Ⅱ及び更新研修(専門Ⅱ相当）受

講者 470 人 
 主任介護支援専門員更新研修受講者 100 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護職員及び介護支援専門員の資質向上を図ることにより、介護

サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

47,944 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

3,367 

基金 国（Ａ） (千円) 

6,078 

民 (千円) 

2,710 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,039 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,710 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

9,117 

その他（Ｃ） (千円) 

38,827 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）潜在的有資格者の再就職促進 

（小項目）潜在的介護福祉士の再就職促進事業 

事業名 【No.7（介護分）】 
福祉・介護人材マッチング機能強化事業（潜

在的有資格者の再就職促進） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,863 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：平成 29 年度末における介護職員需給差（2,292

人）の縮小 

事業の内容 潜在的有資格者に対する情報提供、研修などを実施 

 情報提供回数 年 4回 

 研修実施回数 4 回 

アウトプット指標 情報提供希望者数 1,236 人 
研修参加者 70 人 
再就職者数 5 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

離職した介護人材に情報提供や研修を実施し、再就職を促進する

ことによって、介護サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,863 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,242 

民 (千円) 

1,242 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

621 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,242 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,863 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.8（介護分）】 
認知症支援人材育成研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,071 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：平成 29 年度末における介護職員需給差（2,292

人）の縮小 

事業の内容 ① 知症サポート医の養成、認知症サポート医のフォローアップ

研修、かかりつけ医及び病院勤務医療従事者の認知症対応力

向上研修、歯科医師及び薬剤師向けの認知症対応力向上研修

の実施。 

②認知症初期集中支援チーム員（医師を除く）及び認知症地域支

援推進員が、必要な知識や技術を修得するための研修の受講支

援。 

③認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため、高齢者

介護の指導的立場にある者や介護実践者、サービス事業の管理的

立場または、代表者的立場にある者に対して、必要な知識や技術

を修得させる研修を実施。 

アウトプット指標 ①認知症サポート医 5 人養成 
 かかりつけ医研修 1 回開催（30 人程度） 
 フォローアップ研修 1 回開催（30 人程度） 
 一般病院勤務の医療従事者向け研修 ４回開催（320 人程度） 
 歯科医師向け研修(100 人程度)、薬剤師向け研修(100 人程度) 
②全ての市町村において、認知症初期集中支援チーム及び認知症

地域支援推進員を配置する。 
③認知症介護サービス事業開設者研修 20 人 
 認知症対応型サービス事業管理者研修 100 人 
 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 30 人 
 認知症介護指導者養成研修（フォローアップ研修） 2 人 
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 認知症介護指導者スキルアップ事業 50 人×2 回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

認知症の発症初期から状況に応じて医療と介護が一体となった

認知症の人及びその家族への支援体制を構築することや、地域支

援推進員研修や初期集中支援チーム員研修を受講支援すること

により、県内市町村の認知症施策の体制整備を支援するととも

に、介護職員及び介護支援専門員の資質向上を図ることにより、

介護サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,071 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

288 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,714 

民 (千円) 

4,426 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,357 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

4,426 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

7,071 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成、資質向

上事業（その１） 

事業名 【No.9（介護分）】 
地域包括支援センター機能強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,500 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：平成 29 年度末における介護職員需給差（2,292

人）の縮小 

事業の内容 地域包括支援センターの効果的･効率的な運営や地域ケア会議の

効果的な実施のため、市町村及び地域包括支援センターで開催さ

れる地域ケア個別会議に広域支援員（専門職）を派遣し、助言を

行う。 

アウトプット指標 市町村における自立支援型地域ケア個別会議の開催 
アウトカムとアウトプット

の関連 

専門職を派遣し、地域ケア個別会議の開催を支援することによ

り、介護サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,500 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,333 

民 (千円) 

2,333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,167 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,333 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,500 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成、資質向

上事業（その２） 

事業名 【No.10（介護分）】 
医療と介護の連携強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,502 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：平成 29 年度末における介護職員需給差（2,292

人）の縮小 

事業の内容 各保健所がコーディネーターとなり、医療と介護の連携における

地域の課題に取り組む。 

①医療と介護の連携推進会議等 

 各圏域ごとに会議や研修会等を実施するとともに、市町村の在

宅医療・介護連携の推進を支援する。 

②退院調整ルール策定協議 

 圏域単位で病院とケアマネが協議を行い、統一的な入・退院時

の連携ルールの策定を行うとともに、策定済みの圏域ではルール

のメンテナンス協議を行う。 

アウトプット指標 医療・介護関係機関の緊密なネットワークを構築し、要介護者及

び家族の安心を確保する。 
アウトカムとアウトプット

の関連 

複数市町村にまたがる退院調整ルールの策定や地域の課題に応

じた住民向け研修の開催等、広域的・補完的な在宅医療・介護連

携推進の取り組みを行うことにより、介護サービス従事者数の増

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,502 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

2,335 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,335 

民 (千円) 

 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,167 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 計（Ａ＋Ｂ） (千円) 
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3,502  

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）労働環境・処遇の改善 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【No.11（介護分）】 
福祉・介護人材マッチング機能強化事業（定

着促進） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,855 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：平成 29 年度末における介護職員需給差（2,292

人）の縮小 

事業の内容 福祉事業所の職場環境に関する訪問相談や経営者向けセミナー

等を実施 

 セミナー実施回数 5 回 

 テーマ案 効果的な求人方法、執務環境改善など 

アウトプット指標 事業所訪問件数 のべ 100 件 
経営者セミナー参加者 150 人 
（他、研修参加法人の効果測定を実施予定） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

職場環境を改善し働きやすい環境にすることによって、離職の防

止を図るとともに、新規就職者を増やすことによって、介護サー

ビス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,855 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,237 

民 (千円) 

1,237 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

618 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,237 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,855 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 

 
 


